
ハイライト: 

● 改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法がががが成立成立成立成立    
 

●●●●    新卒採用新卒採用新卒採用新卒採用をををを控控控控えるえるえるえる傾向傾向傾向傾向がががが    

        鮮明鮮明鮮明鮮明にににに    

    
 

    

    
 

 

 

 

 

 

発行日:平成21年４月20日 

さめじま社会保険労務士事務所 

５月号（第14号） 

    

◆◆◆◆10101010年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに見直見直見直見直しししし    

厚生労働省は、仕事を原因とするうつ

病などの精神疾患や過労自殺の労災認定

基準について、10年ぶりに見直しを行い

ました。ストレス強度の評価項目を増や

し、今年度から新基準での認定を始めま

す。 
 

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな判断基準判断基準判断基準判断基準のののの追加追加追加追加    

精神障害に関する労災は、厚生労働省

が1999年に作成した心理的負荷評価表に

基づき、労働基準監督署が発病前６カ月

間について、職場で起きた出来事のスト

レスの強さを３段階で評価し、判定しま

す。「病気やケガ」「仕事内容の変更」

「セクハラ」などの具体的な出来事の有

無を判断材料として、総合判定で「弱、

中、強」の３段階に分類し、強の場合、

労災に当たるとしています。 

認定基準の見直し後は、会社の合併や

成果主義の採用、効率化など、働く環境

の変化を念頭に入れ、ストレスの要因と

なる職場の出来事として「多額の損失を

出した」「ひどい嫌がらせやいじめ、暴

行を受けた」「非正規社員であることを

理由に差別や不利益扱いを受けた」な

ど、新たな判断基準として評価項目を31

項目から43項目とし、12項目を新たに追

加しました。 

 

◆◆◆◆労災認定基準労災認定基準労災認定基準労災認定基準のののの見直見直見直見直しよりしよりしよりしより大切大切大切大切なことなことなことなこと    

今回の労災認定基準の見直しにより、

それぞれの職場に沿った労災認定ができ

るようになることが期待されています。

しかし、時代の変化により多様化・複雑

化した労働者の精神疾患について、認定

基準が細かくなり、職場の現状に見合っ

た労災認定に近付けることは、労災補償

の対象となるような病気になってしまっ

た労働者にとっては喜ばしいことである

反面、逆に、今後はさらにうつ病や過労

自殺の労災認定件数が増えていくように

思われます。 

職場に沿った労災認定基準の見直しの

動きや労災認定者に手厚い補償をするこ

とも大事ですが、労働者がうつ病や過労

自殺に追い込まれないような労働環境の

整備や労働条件の改善、そのような状況

にならないための予防策を打ち出すこと

が、政府として一番取り組むべき課題な

のではないでしょうか。 

    

 「 「 「 「労災認定基準労災認定基準労災認定基準労災認定基準」」」」
のののの見直見直見直見直しでしでしでしで企業企業企業企業へのへのへのへの
影響影響影響影響はははは？？？？    

    P1P1P1P1    

中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・小規模企小規模企小規模企小規模企
業向業向業向業向けけけけ共済共済共済共済をををを拡充拡充拡充拡充へへへへ    

    PPPP１１１１    

育児休業取得者育児休業取得者育児休業取得者育児休業取得者のののの不不不不
利益取扱利益取扱利益取扱利益取扱いをめぐるいをめぐるいをめぐるいをめぐる
トラブルトラブルトラブルトラブル    

    P2P2P2P2    

施行施行施行施行されたされたされたされた「「「「改正雇改正雇改正雇改正雇
用保険法用保険法用保険法用保険法」」」」ののののポインポインポインポイン
トトトト！ ！ ！ ！     

    P3P3P3P3    

新新新新たにたにたにたに創設創設創設創設されたされたされたされた
「「「「残業削減雇用維持残業削減雇用維持残業削減雇用維持残業削減雇用維持
奨励金奨励金奨励金奨励金」」」」    

    P4P4P4P4    

都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位にににに変変変変わわわわ
るるるる健康保険健康保険健康保険健康保険のののの保険料保険料保険料保険料
率率率率    
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手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付納付納付納付
先先先先］］］］    
    

    P5P5P5P5    

「「「「労災認定基準労災認定基準労災認定基準労災認定基準」」」」のののの見直見直見直見直しでしでしでしで企業企業企業企業へのへのへのへの影響影響影響影響はははは？？？？    

SRS News 
Sharoushi Samejima News 

中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・小規模企業向小規模企業向小規模企業向小規模企業向けけけけ共済共済共済共済をををを拡充拡充拡充拡充へへへへ    

◆◆◆◆中小企業中小企業中小企業中小企業のののの安全網整備安全網整備安全網整備安全網整備    

昨年から続く100年に一度とも言われ

る大不況下で、多くの中小・小規模企業

が厳しい経営状態に追い込まれているの

が現状です。    

このような状況の中で、経済産業省

は、中小・小規模企業の安全網として位

置付けられている「小規模企業共済制

度」「中小企業倒産防止共済制度」の見

直しを始めたようです。    
 

◆◆◆◆２２２２つのつのつのつの共済制度共済制度共済制度共済制度（（（（そのそのそのその１１１１））））    

「小規模企業共済制度」とは、小規模

企業の個人事業主または会社等の役員

が、事業を廃止した場合や役員を退職し

た場合など、第一線を退いたときに、そ

れまで積み立ててきた掛金に応じた共済

金を受け取ることのできる制度です。企

業が廃業した際に経営者の生活や事業の

再建を支えるための退職金制度といえる

ものであり、加入者は掛金を積み立て、

事業廃業時に共済金を受け取ることがで

きます。 



今回の見直しの柱は「加入対象者の

範囲拡大」です。現在は、小規模事業

の「個人事業主」に加入対象者は限ら

れていますが、「後継者」や「共同経

営者」を加える方向に動いています。

後継者が加入できるようになると、事

業継承が円滑に進むようになり、家族

などの共同経営者の引退後の生活保障

を拡充する狙いもあります。 

 

◆２２２２つのつのつのつの共済制度共済制度共済制度共済制度（（（（そのそのそのその２２２２）））） 

取引先が倒産して売掛金や手形等が

回収困難になったときに連鎖倒産が発

生するのを未然に防ぐため、毎月一定

の掛金を積み立てておくことにより共

済金の貸付けを受けることができる

「中小企業倒産防止共済制度」も同様

に見直しが検討されています。 

今回の見直しでは、貸付金額の上限

（3,200万円）を引き上げる方向に動い

ています。それは、取引先の倒産で回

収が困難になる金額が現在の貸付上限

の3,200万円ではカバーできない場合が

増えているためで、4,000万円程度を軸

に具体的な引上げ幅が検討されているよ

うです。 

そして、現在の制度では「破産手続き

が開始したとき」や「金融機関による手

形の取引停止処分を受けたとき」などに

限って取引先の「倒産」としているた

め、私的整理で売掛金の回収が困難に

なった場合には貸付の対象にはなってい

ません。この「私的整理」を倒産の対象

に加えるかどうか、「倒産」という定義

自体の見直しも検討されています。 

 

◆◆◆◆「「「「真真真真のののの安全網安全網安全網安全網」」」」をををを機能機能機能機能させるためにさせるためにさせるためにさせるために    

昨年からの不況下で、多くの企業で経営

が厳しい状況にあります。経営の安定を

図ることを目的としたこの２つの共済制

度ですが、今回の見直しが「真の安全

網」として機能するよう、そして利用し

やすい仕組みになるように期待したいも

のです。  
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育児休業取得者育児休業取得者育児休業取得者育児休業取得者のののの不利益取扱不利益取扱不利益取扱不利益取扱いをめぐるいをめぐるいをめぐるいをめぐるトラブルトラブルトラブルトラブル    

５月号（第14号） 

◆◆◆◆労使労使労使労使トラブルトラブルトラブルトラブルへのへのへのへの発展発展発展発展    

世界的な金融危機の影響等により雇用

情勢が急速に悪化する中で、育児休業取

得や妊娠・出産を理由とした企業側から

の解雇や雇止めなど、不利益な扱いを受

けた労働者からの相談が急増し、労使ト

ラブルにまで発展しているケースもある

ようです。 

 

◆◆◆◆不利益不利益不利益不利益なななな取扱取扱取扱取扱いをめぐるいをめぐるいをめぐるいをめぐる労働相談労働相談労働相談労働相談    

育児休業取得をめぐる不利益な扱いに

関する労働者からの相談は、ここ５年で

増加傾向にあります。都道府県の労働局

に寄せられた相談件数は、昨年４月から

今年２月末までの間に1,100件を上回り、

前年度の約1.4倍となっていることが厚生

労働省のまとめでわかりました。また、

同様に、妊娠・出産等を理由とした不利

益取扱いに関する相談も増加していま

す。 

金融危機が起きた昨年度後半からこの

ような相談は急激に増加し、現行の調査

方法となった2002年度以降で最悪の水準

となっています。 

寄せられた相談内容は、育児休業後に

復職を希望しても「業績悪化で以前

の勤務時間に仕事がない」「他の人を

雇ってしまった」などと拒まれたケー

ス、勤務条件の変更を求められたり退

職を勧奨されたりするケースなどが目

立っています。 
 

◆◆◆◆厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの対応対応対応対応    

こうした状況を踏まえ、厚生労働省

は、産前産後休業および育児休業等の

申出・取得、妊娠・出産を理由とする

解雇その他不利益な取扱いについて、

各都道府県労働局長に対し、労働者か

らの相談への丁寧な対応、法違反の疑

いのある事案についての迅速かつ厳正

な対応、法違反を未然に防止するため

の周知徹底等に関する通達を出しまし

た。 

そして、事業主に対しての周知も徹

底し、事業主向けリーフレットを新た

に作成しました。 

 

◆◆◆◆法違反法違反法違反法違反のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを    

経営環境が悪化して業績不振である

ことが理由であっても、労働者が産前

産後休業または育児休業等の申出・取

共 済 

トラブル 

育児休業 
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施行施行施行施行されたされたされたされた「「「「改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法」」」」ののののポイントポイントポイントポイント！ ！ ！ ！     

５月号（第14号） 

◆◆◆◆ついについについについに改正法改正法改正法改正法がががが成立成立成立成立！！！！    

改正雇用保険法が成立し、３月31日か

ら施行されています。成立から施行まで

の期間が非常に短く、しかも年度末から

の施行ということで、雇用情勢の厳しい

現実が伺えます。果たして失業者を救う

改正となるでしょうか。 

今回の改正点を大きく分類すると、以

下の７点が挙げられます。 

（１）雇用保険の適用範囲の拡大 

（２）雇止めとなった非正規労働者に対

する基本手当の受給資格要件の緩和と

所定給付日数の拡充 

（３）再就職が困難な方に対する給付日 

 数の延長 

（４）再就職手当の給付率引上げおよび 

 支給要件の緩和 

（５）常用就職支度手当の給付率引上げ 

 および支給対象者の拡大 
（６）育児休業給付の統合と給付率引上 
 げ措置の延長 
（７）雇用保険料率の引下げ 
 

◆◆◆◆改正改正改正改正のののの具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容    

（１）短時間労働者や派遣労働者の雇用

保険の適用基準について、従来は「週

所定労働時間が20時間以上あり、１年

以上引き続き雇用されることが見込ま

れること」が条件でしたが、1年以上

の雇用の見込み期間が「６カ月以上」

と短縮されました。 

（２）特定受給資格者に該当しない方で

も、期間の定めのある労働契約が更新

されなかったことその他やむを得ない

理由により離職された方（特定理由離

職者）については、基本手当の受給要

件が「離職日以前２年間に被保険者期

間が通算して12カ月以上」必要なとこ

ろ、「離職日以前１年間に被保険者期

間が通算して６カ月以上」あれば要件

を満たすようになりました。基本手当

の給付日数も解雇等による離職者並みに

手厚くなりました。 

（３）解雇や労働契約が更新されなかっ

たことによる離職者について、年齢や

地域を踏まえ、特に再就職が困難な場

合に給付日数が60日分延長されること

になりました。 

（４）再就職手当の支給要件が、従来の

「所定給付日数を３分の１ 以上かつ

45日以上残している場合」から「所定

給付日数を３分の１以上残している場

合」に緩和されました。さらに、再就

職手当の給付率についても、現行の

30％から40％（支給残日数が３分の２ 

以上ある場合は50％）に引き上げられ

ました。 

（５）障害者等の就職困難者が所定給付

日数を残して安定した職業に就いた場

合に支給される常用就職支度手当の給

付率が、従来の30％から40％に引き上

げられました。 

（６）これまで、「育児休業基本給付金

（30％）」と「育児休業者職場復帰給

付金（20％）」と分けて支給されてい

た育児休業に関する給付が、平成22年

４月からは、統合され、休業中に「休

業開始時賃金日額×支給日数×50％」

が支給されることになります。 

（７）失業給付に係る分の雇用保険料 

率が各業態とも0.4％（労使とも0.2％ 

ずつ）引き下げられ、この結果、別途 

の事業主負担分0.3％を合わせた雇用保 

険料率は、一般の事業で1.1％（農林水 

産・清酒製造業1.3%、建設業1.4％）と 

なりました。   

得をしたこと、妊娠または出産したこ

と等を理由として、解雇その他の不利益

な取扱いをすることは、男女雇用機会均

等法および育児・介護休業法で禁止され

ています。 

また、労働基準法、男女雇用機会均等

法により産前産後の期間およびその後30

日間に解雇することも禁止されていま

す。 

また、妊娠中・産後１年以内の解雇は

「妊娠・出産、産前産後休業取得等によ

る解雇でないこと」を事業主が証明しな

い限り無効となります。 

育児休業の取得を推進し、ワークバラ

ンスを提唱している反面、不況のあおり

が育児休業者など立場の弱い人々に向

かっている現状において、国が取り組む

べき課題が潜んでいるように思われま

す。 

改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法改正雇用保険法がががが成立成立成立成立！！！！    

    

改正雇用保険法が成立

し、３月31日から施行さ

れています。成立から施

行までの期間が非常に短

く、しかも年度末からの

施行ということで、雇用

情勢の厳しい現実が伺え

ます。果たして失業者を

救う改正となるでしょう

か。 

今回の改正点を大きく

分類すると、以下の７点

が挙げられます。 

（１）雇用保険の適用範 

 囲の拡大 

（２）雇止めとなった非

正規労働者に対する基

本手当の受給資格要件

の緩和と所定給付日数

の拡充 

（３）再就職が困難な方 

 に対する給付日数の延 

 長 

（４）再就職手当の給付 

 率引上げおよび支給要 

 件の緩和 

（５）常用就職支度手当 

 の給付率引上げおよび 

 支給対象者の拡大 
（６）育児休業給付の統 
 合と給付率引上げ措置 
 の延長 
（７）雇用保険料率の引 
 下げ 

求 職 

法  律 
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新新新新たにたにたにたに創設創設創設創設されたされたされたされた「「「「残業削減雇用維持奨励金残業削減雇用維持奨励金残業削減雇用維持奨励金残業削減雇用維持奨励金」」」」    

◆◆◆◆制度制度制度制度のののの目的目的目的目的はははは？？？？    

不況の影響により大幅な減産となり、

事業活動の縮小が余儀なくされた企業に

対する助成制度としては、すでに「雇用

調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助

成金」がありますが、要件が緩和された

ことなども影響して支給申請が急増して

いるようです。 

そして、このたび、同じような目的か

ら、「雇用調整助成金」「中小企業緊急

雇用安定助成金」両制度の一環として、

新たに「残業削減雇用維持奨励金」が創

設されました。 

この奨励金は、従業員の残業を削減す

ることによって有期契約労働者や派遣労

働者の解雇を回避し、雇用の安定（雇用

の維持）を図ることが目的とされていま

す。また、政労使で合意された、いわゆ

る「日本型ワークシェアリング」（残業

の削減、休業、教育訓練、出向などによ

り雇用維持を図ろうとするもの）を促進

することが期待されています。 

以下では、この奨励金の具体的な支給

要件、支給額をご紹介します。 

 

◆◆◆◆支給要件支給要件支給要件支給要件はははは？？？？    

この奨励金の支給を受けるためには、

最近３カ月における売上高（または生産

量等）の月の平均値がその直前の３カ月

（または前年同期）と比べて「５％以上

減少」している事業所において、以下の

要件を満たしていることが必要です。 

 

（１）判定期間における事業所労働者１

人１月あたりの残業時間が、比較期間

の平均値と比べて２分の１以上かつ５

時間以上削減されていること。 

（雇止め、派遣契約の中途解除等も含ま

れる）を行っていないこと。 

（２）判定期間の末日における事業所労

働者数が、比較期間の月平均事業所労

働者数と比べて５分の４以上であるこ

と。 

（３）計画届の提出日から判定期間の末

日までの間に事業所労働者の解雇等

（雇止め、派遣契約の中途解除等も含

まれる）を行っていないこと。 
 

◆◆◆◆支給額支給額支給額支給額はははは？？？？    

それぞれの判定期間の末日時点での有

期契約労働者・派遣労働者１人につき、

判定期間ごとに以下の金額が支給されま

す。 

なお、上限は、有期契約労働者・派遣

労働者それぞれ100人とされており、残

業削減計画届の提出日の翌日以降に雇い

入れられた人などは対象にはならないと

されています。 

【中小企業事業主以外の事業主】 

・有期契約労働者…10万円（年間20万  

 円） 

・派遣労働者…15万円（年間30万円） 

【中小企業事業主】 

・有期契約労働者…15万円（年間30万 

 円） 

・派遣労働者…22万5,000円（年間45万 

円）  

都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位にににに変変変変わるわるわるわる健康保険健康保険健康保険健康保険のののの保険料率保険料率保険料率保険料率    

◆◆◆◆昨年昨年昨年昨年10101010月月月月ににににスタートスタートスタートスタートしたしたしたした「「「「協会協会協会協会けんけんけんけん    

    ぽぽぽぽ」」」」    

平成18年に行われた健康保険法の改正

により、平成20年10月に「全国健康保険

協会」（通称：協会けんぽ）が設立さ

れ、運営がスタートしています。 

これまで、中小企業等で働いている従

業員やその家族が加入している健康保険

（政府管掌健康保険）は、国（社会保険

庁）により運営されていましたが、新た

に協会けんぽが運営することとなったも

のです。 

ところで、協会けんぽ設立時に「都道

府県別の健康保険料の設定」となること

が決まっていましたが、その詳細は明

らかになっておらず、協会けんぽ設立後

1年以内に（平成21年９月までに）、事

業主・被保険者が参画する運営委員会や

各都道府県の評議会において意見徴収の

うえ設定されるとされていました。 

３月末にその取扱いが明らかになりま

したので、ご紹介します。 
 

◆◆◆◆「「「「都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率」」」」設定設定設定設定のののの背景背景背景背景    

従来、全国一律に設定されていた保険

料率では、疾病予防等の地域の取組みに

より医療費が低くなったとしても、その

地域の保険料率に反映されないという問

新卒採用新卒採用新卒採用新卒採用をををを控控控控えるえるえるえる傾向傾向傾向傾向がががが鮮鮮鮮鮮

明明明明にににに    
 

日本経団連が実施した新

卒採用に関するアンケート

（会員企業約1,300社が調

査対象）の調査結果による

と、今年の春に新卒の学生

を１人でも採用した企業の

割合は98.5％（前年比1.4ポ

イント減少）で、前年を下

回ったのは６年ぶりとのこ

とです。さらに、来年の春

はこの割合がさらに減少

し、86.4％となるとの見通

しが明らかになっていま

す。 

中堅・中小企業を対象に

東京商工会議所が行ったア

ンケート調査（860社が回

答）では、今春に新卒採用

を 予 定し てい た 企業は

55.6％（前年比4.9ポイント

減少）だったそうで、来春

は41.3％にまで落ち込むと

見られています。 

残 業 

健康保険 



    おおおお問合問合問合問合せせせせ無料無料無料無料    

〒２３５－００１２ 

横浜市磯子区滝頭３－７－２１－１０１ 

TEL／FAX ０４５（７５３）０６３２ 

E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

 

   社会保険労務士  鮫 島 忠 司 

さめじまさめじまさめじまさめじま社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所    

５５５５月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］    

            

            【事務所より一言】 

 

 4月17日、全国320の労働基準監督署に対して労働者が不服を

申し立てた件数が2008年に３万9,384件（前年比11％増）とな

り、1955年以来の高水準となったことが厚生労働省の発表で明

らかになりました。最も多かったのは「賃金不払い」（２万

8,955件）で、「解雇」は7,360件だったそうです。 

 今号の話題もまた暗いニュースが多かったように思います。 

国も積極的に助成金等の要件緩和・拡充をしていますが、なか

なか現下の経済状況では即効性のある特効薬にはなっていない

ようです。忍耐・・・。（忠） 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前９時～午後６時 

 

 

    

    

10101010日日日日    
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

31313131日日日日    
○自動車税の納付［都道府県］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

                                good partnergood partnergood partnergood partner    

題点が指摘されていました。そ

のため、国民健康保険や長寿医療

制度（後期高齢者医療制度）と同

様、都道府県単位の財政運営を基

本とする改革が行われ、その一環

として都道府県単位の保険料率が

導入されました。 

なお、平成25年９月までは、都

道府県間の料率の差を小さくして

保険料率を設定することとなって

おり（激変緩和措置）、平成21年

度は実際の保険料率と全国平均の

保険料率との差が10分の１に調整

されています。 
 

◆◆◆◆「「「「都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率都道府県単位保険料率」」」」    

都道府県ごとに定められた保険

料率は以下の通りです。長野県が

最も低く、北海道が最も高くなっ

ていますが、全体的に見ると、比

較的「南高北低」の傾向にあるよ

うです。 

なお、健康保険組合の保険料率

は、平均で7.41％です（2009年度

予算早期集計より）。 

・8.15％…長野 

・8.17％…群馬・埼玉・千葉・山 

 梨・静岡 

・8.188.188.188.18％％％％…岩手・山形・茨城・栃 

 木・東京東京東京東京・新潟・滋賀 

・8.198.198.198.19％％％％…宮城・神奈川神奈川神奈川神奈川・富山・ 

 岐阜・愛知・三重・京都・愛媛 

・8.20％…福島・福井・兵庫・鳥 

 取・宮崎・沖縄 

・8.21％…青森・秋田・石川・奈 

 良・和歌山・島根・高知 

・8.22％…大阪・岡山・広島・山 

 口・長崎・鹿児島 

・8.23％…香川・熊本・大分 

・8.24％…徳島・福岡 

・8.25％…佐賀 

・8.26％…北海道 
 

◆◆◆◆今後今後今後今後のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて    

都道府県単位の保険料率について

は、今年の９月分（一般の保険者

については10月納付分、任意継続

被保険者については９月納付分）

から適用されます。  


